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、
形
状

現
状
で
は
、

の
部
分
的
筆
画
が
確
認
で
き
る
程

わ
ず
か
な
正
位
文
字
と
左
文
b

度
の
状
態
で
あ

っ
た
。
こ
の
状
態
は
、

が
記
載
さ
れ
て
い
る

紙
の
表
裏
に
文

こ
と
を

吟
味
し
て
い
る
が
、
紙
は
風
化
さ
れ
、
き
わ
め
て
脆
弱
と
な

っ
て
お
り
、

オ
モ
テ
面
に
正
位
文
字
が
わ
ず
か
数
文
字
を
確
認
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、

裏
面
は
漆
の
付
着
が
厚
い
た
め、

漆
紙
そ

の
も
の
は
良
好
な
状
態
を
維
持
し
て
い

る
。今

回
の
解
読
作
業
で
は、

右
の
よ
う
な
資
料
状
態
を
十
分
に
配
慮
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
手
順
で
解
読
を
進
め
た
。

ま
ず
現
状
を
写
真
撮
影
し
た
。
次
に
数
文
字
の
正
位
文
字
が
遺
存
す
る
部
分
を

除
い
て
、
脆
弱
な
薄
皮
状
態
の
部
分
を
剥
が
し
取
る
と
、
左
文
字
の
墨
痕
が
鮮
や

か
に
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は
、
漆
が
浸
透
し
た
紙
の

( 1 ) 

層
が
裏
文
書
の
墨
痕
を
左

文
字
と
し
て
と
ど
め
て
い
る
も
の
と
想
定
で
き
る
。

、
内
容

A

(正
位
文
字
)
文

文
字
の
大
き
さ
は
、
約
五
ミ
リ
ほ
ど
で
あ
り
、
籍
帳
類
に
特
有
の
小
さ
な
文
字

と
い
え
る
。

強痕
は
わ
ず
か
に
五
文
字
し
か
確
認
で
き
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
歴
名
と
割
書
さ
れ
た
年
齢
と
年
齢
区
分
、
小
さ
な
文
字
な
ど
の
特
徴

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
ら
は
、

籍
帳
類
に
属
す
る
文

さ
ら
に
、
本
文

は
上
半
部
に
(
人
名
)

半
部
に
も

+
年
齢
・
年
齢
区
分
、

「
太
麻
巴
」

と
い
う
人
名
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
籍
帳
類
の
記
載
様
ず
と
し
て
は
、

つ
に
は
通
常
の

一
段

き
で
、

「
太
麻
呂
」

は
註
記
部
分
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
記
載
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か
。
そ
の
大
き
な
理

は
、
秋

城
出
土
の
漆
紙
文

段
に
記
載
し
た
歴
名
簿
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
エJ
を

様
式
は
、
上

・
下

も
つ
も
の
が

例
確
認
で
き
る

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
に
す
で
に
同
様
の

昨
年
(

九
九
八
年
)第

次
調
査

秋

(死
亡
帳
)
〔拙
稿
「
秋

城
跡
第
七

七

次
調
査
で

ハ
号
文

漆
紙
文

城
跡
|
平
成
十
年
度
秋
田
城
跡
発
掘

に
つ
い
て
」

調
査
概
報
』
秋

六
次
調

し
た
第

す
文

挙
帳
様
文
凶

九
九
九
年
〕
お
よ
び

一
九
八
城
跡
第

城
跡
調
査

象
力
長
川1

、

34
-rr 

で
出

す
・
第

秋

漆
紙
文

に
つ
い
て
」

出

跡
発
掘
調
査

務
所
研
究
紀
要
I
』
秋

城
跡
調
査

点
で
あ
る
。

「
、
林
連
宵
H

月

-

八

日

死

戸

主

高

志

公

、

A

P公

3
7
A九月
七
日
死

i

小

長

谷

部

郁

夫

良

質

年

五

十
i
一年
十

一
月
三
日
@

官
同
志
公
告

4
幅

高
官
山
公

紋

麻

門

桑

江

沼

恒

削刑
麻

門

沼

江

沼

臣

小

志
四

泊

e' 

J

戸

主

一四

郎

潟

甘

戸

口

隔
世
合

服

飾
J
 

口
部
kJm路ロ鳳/l

L
 

年
第

)
〔
拙
稿

「
秋

城
出

文
字
資
料
集
|
秋
田
城

務
所
、

九
八
四
年
〕

こ
の
上
・

段
の
記
載
様
式
は
、

lま

と
し
て
遺
る

小
進
文

倉
院
文

大

(七
O

段
の
記
載
を
の
ぞ
く
と
、
例
が
な
い

。

)年
の
御
野
国
戸
籍
の

京
進
す
る

式
な
も
の
で
な
く
、
秋

城
に
留
め
置
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

紙
に
よ
り
多
く
の
歴
名
記
載
が
可
能
な

段
の
様
式
が
使
用
さ
れ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

B
(左
文
字
)
文
告

の

文。

セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
り
、
界
線
は
み
え
な
い
。

の
大
き
さ
は
、
約

記
載
内
容
は
、
武
器

・
武
具
と
某
郡
の
大
領

・
少
領
名
を
連
記
し
、
文
末
に
十

月

円
U 

国
司
の
守

・
史
生
お
よ
び
某
郡
の

日
の

付
の
あ
と
に
は
、

領

・
少
領
が
連
記
さ
れ
て
い
る
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。

-106 -
( 3 ) 

律
令
体
制
下
に
お
い
て
は
、
国
郡
の
器
伎
(
武
器
)
は、

年
毎
に
帳
を
録
し
て
、

朝
集
使
に
附
け
て
兵
部
に
申
す
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
(軍
防
令
位
・
従
軍
甲

釈文

杖
条
)
。

ハ
年

(七

四

串」

ヰ
&
、

「
出
雲
国
計
会
帳
」

倉
院
文
，

の
中
の

、1/

朝
集
使
進
上
の
公
文
と
し
て
、
{
呂
器
杖
帳
・
伯
姓
器
杖
帳
各

巻
が
み
え
る
(
『
大

第16号文

巻
五
九
八

、、ー"。

文

本

も園冒冒

吋12

十
月

一
汁
一
日
進
上
ゐ
文
牽
拾
玖
を
或
紙
位
以
一
豆
島
ぜ
孝
一
広
一

F
4紙
一
持
曾
一
時

4側
一
腕

生

帳

一

容

備

技

師

取

一

傘

家

出

加

Mm
一
容
子
楽
椴
一
巻
岨
蝿
帳
畠
且
品
管

四
季

um
四

谷

疑

問

剛

司

帳

一

答

進

任

郎

司

状

ニ

紙

{md 

一
同
日
進
上
一
公
文
試
拾
陸
巻
蜂
紙
一
町
一
ヂ
ト
ザ
桂
子

F
r
縦
四
料
・
士
一
側
一
却
一
腕
↑
純
一
耕
土

抱岬
守

帳

一

巻

進

守

憾

一

港

窃

馬

帳

一

袋

腸

家

飾

筏

帳

一
答
|
陣
晦
帳
一
港

帳

一

念

繋

飼

鳥

帳

一

傘

伯

姓

牛

馬

帳

一

谷

兵

馬

帳

一

袋

制

調

倒

吋

寸

場

4
叫
倒
.
制
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陣
除
山
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一
谷
会
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方、

政

o
o
f
-

要
略
」
(

「
朝
集
公
文
」

お
よ
び
O
年
ご

ろ
成
立
)
巻

「
郡
司
器
杖
帳
」

が
み
え
る
。

の
中
に

「
国
器
伏
帳
」

政
事
要
略
圏
第
五
十
七

受
替
雑
事
問
凶
一

雑
n
公
文
事
上

紳花陸固
吐-j長典 。そ
帳|朝ll
|集|出白
祢.会規恐

宜文笠1pE
蹴 ' 問;LaL
帳 目哀
前t巳語
紙上 ・ー

志
雌

佐
渡

大
宰
旧
制
…

t

圏
分
二
寺
費
財
帳

自
演
軍
投
巴
上

自
明
治
続

畠

帳

放

生

帳

池

溝

帳

官

舎

帳

腐
家
帳
百
姓
牛
馬
帳
いお一

諸
郡
鋪
設
帳

出
雲
国
計
会
帳
に
み
え
る

「
官
器
杖
帳
」

「
郡
司
器
佼
帳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
は
軍

は

「
国
器
杖
帳
」
、
「
伯
姓
器
伏
帳
」

lま

十
七

に
載
せ
る

畿
内
十
月
一
日

七
道
十
一
月
一
日

信
尼
帳
玄
一
番

圃
木
帽
馬
問
歯
醤
帽
-m

殖
木
帳
主
一計

郎
計
曾
帳

国
別
付
伎
帳

会
副
払
舵
帳

郡
司
容
枇
帳

隠
馬
帳

防
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
郡
に
存
す
る
器
伎
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

る
武
器
の
種
類
と
数

「
延
喜
式
」
(
兵
部
省
)
に
よ
れ
ば
、

「
諸
国
器
伏
」

と
し
て
、
各
国
の
毎
年
造

の
場
合
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

」が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
出
羽
国
は
み
え
な
い
が
、
陸
奥
一玉

ハ
領
。
横
万
廿
口
。

陸
奥
国

そ
や
征
箭
六
十

----L-
/ ..... 

張

。
胡
線
六
十
具
。

そや

※
征
箭
は
戦
場
で
用

い
る
矢
の
こ
と

こ
れ
ら
諸
国
で
毎
年
製
作
さ
れ
る
武
器
は
、

※
胡
線
は
矢
を
入
れ
て
背
に
負
う
道
具
。

そ
の
様
杖

(た
め
し

〈
見
本
〉
)

が
種
類
別
に

つ

兵
部
省
に
報
告
さ
れ
、

進
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、

b
断
片
に
「
巻
」
と

い
う
数
量
単
位
が
み
え
る
。
武
器
・
武
具
類
の
う

ち
、
数
量
単
位
「
巻
」

は
、
次
の
資
料
を
参
考
と
す
れ
ば
、

「鞠」

と
推
定
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

多
賀
城
跡
出

漆
紙
文

〔武
具
貢
進
文

使
三
枝
部
山
道
所
進

胡
者
四

枚

鞠

巻

考察

uu 
四者

円日雇
I I解
I I文

※
鞠
は

を
射
る
と
き
肢
が
左
手
頚
を
打
つ
そ
の
衝
撃
を
防
ぐ
革
製
品
。

こ
の
帳
簿
は
、
出
羽
国
内
の
各
郡
か
ら
「
(
某
)
年
上
料
」
と
し
て
数
年
間
分
(
「
四

-10う一
( 4 ) 

年
」
「
五
年
上
料
」

な
ど
)
貢
進
さ
れ
た
武
器

・
武
具
に
関
す
る
も
の
で
、
各
郡
別

に
武
器
・
武
具
と
責
任
者
と
し
て
の
郡
領
(
大
領
・
少
領
)
名
、
さ
ら
に
文
末
に
は

月

の
記
載
の
あ
と
に
、
武
器
の
管
理
責
任
者
と
し
て
、
国
司
の
守
・
史
生
お
よ
び

某
郡
の
大
領

・
少
領
が
連
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
帳
簿
に
類
似
す
る
現
存
文
書
と
し
て
は
、
「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」

(
『
平
安
遺
文
』

O
四
、

山
寺
蔵
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」

は
延
喜
十
年
(
九

O
)
を
最
近
の
過
去
と
す
る

交
替
の
時
、

削
後
司
の
対
検
に
よ
る

倉
収
納
穀
、
特
に
不
動
穀
の
算
勘
が
行
わ
れ

た
際
に
規
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
文
で
あ
る
。

「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」

と
同
様
に
、

国
郡
司
の
官
位
姓
名
が
く
り
返
し

記
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ

る
帳
簿
は
、
小
さ
な
断
片
な
が
ら
実
は
、
秋
田
城
跡
第
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紙
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〔裏
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二
次
文
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特
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で
も
あ
る
。
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〔表〕A
 

〔阿
」
口
刀
部
身

麻
績
部
忍
麻
呂
戸
口

B 
P 
主
口 三
日村
剖l

麻 A
呂足
口 陸
治
東

B 衷

相
担

従
五
位
下
行
守

国
司

越中国官倉納穀交替記模式図

A 

'

少
領

郡
司

と
こ
ろ
で
、
漆
紙
文
ゴ

ら
九
世
紀
後
山
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の
出
土
し
た

墳

(

ば

/'¥ 

は
、
土
器
の
年
代
か

の
も
の
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。

の

「
国
司
」

「守
多
治
比

×
」
と
い
う
人
物
は
、
文
献
史

の

料
に
み
え
る
九
世
紀
代
の
出
羽
国
守
名
か
ら
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
九
世
紀
代
の
出
羽
国
守
を
含
む
出
羽
町

ロ，表
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
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位

階
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高済官

諸締麻呂 守
見

従五下
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司
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目
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慶 H3E E 年
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号六五四 三 二一 四 三 二一 八 七六五四 三 二 一 八 七六五四 三二一 O 九 八 七六

下従五 下従五 五従下 従五下 五下従
位

階

高
蕗原罰5孟君ユ 蔵臨告11 鎌商多陥1 

安倍比肩

守

-------

五下従 Z3下千t 五従下 従五下 従五下
位

階出

!?iiii 比高安鰭1孟冒。-邑
羽

介 国
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目
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九 八 七六五

邑
泰

七

一

一

一
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-

-

-
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-

-
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九
一

一

一

一
一

一

一

二

一
従
五
上
一

4
源
悦

I
l
l
1
1
14
一

能

代

市

史

資

料

編

古

代

・

中

世

一

編

集

平

成

十

年

三

月

三

十

日

発

行

能

代

市

史

編

さ

ん

委

員

会

げ
て
お
き
た
い。

次
に
九
世
紀
後
半
に
限
定
し
て
、
出
羽
国
守
に
関
す
る
史
料
を
参
考
ま
で
に
掲
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九

世

紀

後

半

出

羽

守

関

係

史

料

の

的

『

日

本

文

徳

天

皇

実

録
』

O
六
月
廿
一
日従
五
位
下
藤
原
朝
臣
弘
道
箆
一一
出
羽
守
吋 驚

衡

年

紛

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
十
六
日散
位
従
五
位
下
橘
朝
臣
信
蔭
気
一
一
出
羽
守
↓

貞

観

二

年

脳

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
十
六
日是
日
.
以
一
一正
三
位
行
中
納
言
愈
陸
奥
出
羽
按
察
使
卒
朝
臣

高
棟
。
ハ
中
き
並
倍
周
二
大
納
言
刊
ハ
中
略
〉
銀
守
将
軍
従
王
位
下
粂
上
野
槽

〔
相
撲
〕

介
小
野
靭
臣
春
枝
宗
一
植
介
↓
鎮
守
将
軍
如
レ
故
.
従
五
位
下
行
武
磁
介
安

倍
朝
臣
比
高
貫
一
出
羽
構
介
↓

貞

観

六

年

紛

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
廿
七
日散
位
従
五
位
下
仲
宿
祢
春
宗
矯
-
一陸
奥
介
吋
従
五
位
下
行
出

羽
楢
介
安
倍
朝
臣
比
高
気
レ
守
.
従
五
位
下
行
陸
奥
介
文
室
朝
臣
甘
換
腕

自
信
同
-
一
銀
守
将
軍
↓

貞

観

七

年

総

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
十
六
日大
獄
少
納
従
五
位
下
多
治
異
人
高
棟
魚
一
一
出
羽
守
↓

下
御
春
朝
臣
ヰ
能
矯
-
一
銀
守
将
軍
↓

貞

観

十

年

従
五
位

初

『

類

緊

三

代

格

』

O
五
月
十
五
日

八

貞

観

七

年

太
政
官
符

際
レ
定
下
給
-
一
秋
徒
一
年
新
緑
狭
布
一
万
端
主
事

右
得
-
-
出
羽
園
解
-
m
情
。
検
ニ
案
内
↓
従
ニ
貞
観
六
年
一
以
降
。
正
税
帳
所
ニ
立

用
過
給
-
秋
一
線
。
狭
布
二
万
五
千
六
百
九
端
。
具
鍛
載
ニ
不
与
前
守
安
倍
靭

臣
比
高
解
由
吠
吋
進
レ
官
己
畢
。
販
後
園
吏
等
依
レ
例
給
レ
饗
行
ν
線
。
而
蹄

来
秋
徒
毎
年
敏
千
.
過
給
之
教
及
二
万
三
千
六
百
端
吋
今
以
『
有
レ
定
之
牒
↓

給
二
無
レ
限
之
徒
↓
人
衆
物
寡
。
渓
般
商
難
レ
浪
。
夫
夷
秋
気
レ
性
。
無
レ
遭
-
訟

喰
吋
管
封
-
-
恩
賞
吋
績
和
-
一
野
心
吋
望
請
。
准
ニ
先
例
一
被
レ
定
一一
年
新
一
万
一
一
一

千
六
十
端
↓
然
則
所
司
不
レ
努
ニ
勘
出
吋
図
吏
無
レ
煩
ニ
遜
替
↓
議
顎
一
宮

裁
-
者
.
右
大
臣
宣
.
奉
レ
勅
。
宜
v以
一
二
万
端
-
定
食
ユ
ザ
新
μ
若
調
狭
布

不
レ
足
。
以
ニ
正
税
一
貿
宛
。
但
過
行
以
二
国
司
公
解
一
填
納
。
立
食
ニ
恒
例
↓

貞
観
十
七
年
五
月
十
五
日

〔
参
考
〕

制

『

日

本

三

代

実

録

』

。
二
月
二
日

貞

観

三

年

波
二
陸
奥
図
司
守
従
五
位
上
坂
大
宿
術
省
選
.
介
従
王
位
下

伴
宿
伯
仲
春
宗
.
及
橡
己
下
記
事
以
上
公
解
↓
以
ヨ
前
守
従
五
位
上
文
室
朝

日
叫
時
解
由
不
与
過
一
一
程
限
-
也
・
前
守
有
異
。
記
事
現
木
種
主
等
。
科
-
一

公
事
稽
留
罪
刊
、
以
ニ
程
限
之
内
不
下
分
引
付
官
物
-
也
。

877 

『

日

本

三

代

実

録

』

元

慶

元

年

(

貞

観

九

年

四

月

十

六

日

改

元

)

O
十

一
月
廿
一
日

♀

MUti--s 

曾
ニ
百
官
一而
賀
誠
。
賜
レ
験
各
有
レ
差
。

2
8
従
五
位
上
行

出
羽
守
藤
原
朝
臣
興
世
正
五
位
下
。
ハ
後
略
》
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貞
観

年
正
月
に
出
羽
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
多
治
(比
)

人
高
棟
は
、
少
な
く
と

も

観
十
七
年

月
当
時
に
お
い
て
も
、
出
羽
守
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
は
、

「
類
衆

「
前
守
安
倍

}¥ 

七
年
五
月
十
五

符
に
み
え
る

観

代
格
」
巻

朝
臣
比
高
」

の
不
与
解
白
状
の

件
で
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
羽
国
の
解

文
に
よ
れ
ば
、

貞
観
六
年
以
降
秋
称
が
超
過
し
て
支
給
さ
れ
た
こ
と
を
前
守
安
倍

朝
臣
比
直
は
不
与
解
由
状
(
公
務
が
完
了
せ
ず
事
務
引
継
ぎ
が
で
き
な
い
と
き
の

類
)
に
記
し、

官
に
提
出
し
て
い
た
と
い
う
。
観
十
七
年
五
月
当
時
、
秋
称

の
年
料
額
を
太
政
官
に

申
し
た
出
羽
国
守
は
、
多
治
比

人
高
棟
で
あ

っ
た
と

み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
日
本

代
実
録
」

冗
慶
元
年
十

廿

条
に
よ
れ
ば
、

そ
の
時
の
出
羽
守
は
藤
原
朝
臣
興
世
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
多
治
比

人
高
棟
は、

観
十
年
(
八
六
八
)
正
月
に
出
羽
守

に
着
任
し
、
貞
観
十
七
年
(
八
七
五
)
五
月
十
五

以
降
元
慶
元
年
(
八
七
七
)十

月
廿

一
日
ま
で
の
聞
の
あ
る
時
点
で
藤
原
朝
臣
興
世
と
出
羽
守
を
交
代
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
上
記
の
史
料
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
本
漆
紙
文

中
に
み
え
る
「
×

五
年
上
料
」

は、

「
貞
観

a
断
片
の

「
四
年
」
も
同
様
に
「

観
五
年
上
料
」

と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
、

四
年
上
料
」
の

一
品
と
み
な
せ
よ
う
。
本
文

年
紀
も
、
「
貞
観

五
年
上
料
」

の
次
行
に

「十

」
と
し
て
い
る

月
円

U

玉一司
の

月

円

U
日
付
と
み
て
よ
い
。

「
史
生
飛
鳥
戸
」

は、

特
定
す
る
史
料
が
な
い
。
た
だ
、

陸
奥
匡
に
関

」
と
い
う
ウ
ジ
名
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な

点
か
ら
考
え
る
と
、
貞
観
十
五
年
十

係
す
る
「
飛
鳥

わ
ち
、
延
暦
八
年
(
七
八
九
)
の
征
夷

流
為
率
い
る
蝦
夷

と
の
壮
烈
な

と
阿

戦
闘
で
征
夷
軍
側
は
大
敗
し
、
多
く
の
戦
死
者
を
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
陸
奥

国
関
係
者
と
と
も
に
「
安
宿

」(
リ
飛
鳥
戸
)
と
い
う
ウ
ジ
名
の
人
物
が
含
ま
れ

て
い
る
。

別
将
文
部
善
理
(
陸
奥
国
磐
城
郡
人
)

進

両
国
道
成

会
津
壮
麻
呂
(
陸
奥
国
会
j
郡
の
人
)

安
宿
戸
吉
足

大
伴
五

継〔「続

成
条
〕

本
紀
』
延
暦
八
年
六
月

月

」
に
関
係
す
る
出
羽
国
の
史
料
と
し
て
は
、

時
期
的
に
降
る

い
わ
ゆ
る
後
三
年
の
役
(
一
O
八
三
1
八
七
)
に
登
場
す
る
雄
勝
郡
の
擬
少
領

外
正
六
位
下
吉
弥
候
武
信
、
大
領
外
従
五
位
下
吉
弥
候
武
宗
、
少
領
従
六
位
下
吉
弥

候
秀
武
の
例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

が
、某

郡

大
領
h'. ιJ、

A
・

B
両
文

の
本
来
の
表
裏
関
係
は
、

1)'ミ

-100 -
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A
文

文
字
程
度
し
か
確
認
で

き
な
い
だ
け
に
、
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
。
た
だ
、

ち
、
「
ウ
ジ
名
+
名
」
の
記
載
が
、
「
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
日
」

の

B
文

で
は
、
人
名
の
う

例
の
み
で
あ
る

が、

自
著
で
は
な
く
、

で
記
さ
れ
て
い
る
。

の

に
類
似
し
た
か
収
納
物
品
+
収
納
責
任
者
H

を
繰
り
返
し
、
連
記
す
る

中
の
「
銭
納
帳
」
(
神
護
景
雲
四
年
〈
七

B
文

帳
簿
と
し
て
、
例
え
ば
、
正
倉
院
文

七
O
〉
)
が
あ
げ
ら
れ
る
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
「
正
倉
院
文
書
拾
遺
」
便
利

，当・

九
九

年
〕
。
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釈
文
)

こ
の
「
銭
納
帳
」

の
場
合
、
収
納

任
者
の
名
の
部
分
は
原
則
と
し
て
自
署
し

て
い
る
。

そ
の
点
で
は
、

B
文

は

hで《場

で

「ウ
ジ
名
+
名
」
を
記
載
し
て
お
り
、
正

(裏
)

Z
な
帳
簿
と
は
い
え
な
い

。

J
D

、っ

…十
ja

、
B
文
書
は
、
国
司
、
郡
司
の
す
べ
て
が
、
位
階
、
勲
位
等
を
省

銭
納
帳
六
月
の
十
三
日
請
銭
壱
拾
貫
文
右
雑
用
料
自
政
所
舗 神
護
景
雲
四
年

略
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
挙
げ
た

「
越
中
国
官
倉
納
穀
帳
」
お
よ
び
秋
田

城
跡
第

す
漆
紙
文

の
裏
文

と
と
も
に
位
階
を
明
記
し
て
い
る
の
と
は
相

少
鎖
大
法
師
『
実

中

心

』

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』

別
当
大
法
師
法
師
『
奉

違
す
る
。
と
く
に
秋
田
城
跡
第

号
文

は
二
次
文

に
も
か
か
わ
ら
ず
位
階

栄
』

の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
占
…
で
は
、

B
文
書
は、

正
式
な
公
文
で
は
な
く
、
秋
田
城

-

七

月

l

一

一
、
三
日
請
新
銭
壱
拾
貫
文
右
雑
用
料
自
政
所
摘

一

案
主
上
司
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』
一

一

少

鎖

大

法

師

『

笑

忠

』

別

当

大

法

師

『

円

智

』

一

法

師

『

奉

栄

』

一

一
の
廿
九
日
納
新
銭
参
貫
右
雑
用
料
自
政
所
所
舗

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』
一

一

少

鎖

大

法

師

『

実

忠

』

別

当

大

法

師

一法

師

『

奉

栄

』

一

一

八

月

一

一t
b
片「同様加出
産
惨
向
指
民
間
協
1
1
1
1
1
1
;
L

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』

少

鋲

大

法

師

『

実

忠

』

別

当

大

法

師

法
師
『
奉

の
廿
四
日
納
銭
壱
貫
陸
伯
弐
文
句
壮
一帥
等
-
布
施
一料

に
留
め
お
か
れ
る
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
郡
別

に
秋
田
城
へ

貢
進
し
た
武
器
と
出
納
責
任
者
と
し
て
郡
司
の
名
を
列
記
し
、
各
都

末
に
は
月

と
一玉一
司
お
よ
び
郡
司
を
記
し
、

頁
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

( 11 ) 

と
把
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
帳
簿
は
、
兵
部
省
に
毎
年
提
出
さ
れ
る

「
国
器
杖
帳
(
官
器
伎
帳
)
」
の
案
文
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
「
国
器
伎
帳
」
を
も

含
め
た
秋
田
城
に
備
え
お
か
れ
た
数
年
に
わ
た
る
器
佼
関
係
の
帳
簿
と
い
え
よ

、つノ
O

帳
様、以
文
の
点
を
考
え
併
せ
る
と
、
現
段
階
で
は
、

B
文

は

応
「
秋
田
城
器
杖

」
と
い
う
文

と
み
て
お
き
た
い
。
貞
観
年
間
当
時
の
出
羽
国
府
は
出

栄
』

の
器
杖
帳
も
最
終
的
に
は
国
府
へ
送

付
さ
れ
、

「
出
羽
国
器
佼
帳
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

羽
郡
に
所
在
し
た
と
す
れ
ば
、
秋
田
城
管

最
後
に
試
み
に
本
文

を
復
原
し
て
示
し
て
お
き
た
い

。

少
鎖
大
法
師
『
実

中
川
』

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』

別
当
大
法
師
法
師
『
奉

栄
』



〔
復
原
〕
0
0郡

大
領
公
子
諸
鳥

郡
司
少
領
上
野
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂

貞
観
十
四
年
上
料

末
筆
な
が
ら
、
資
料
整
理
お
よ
び
解
読
に
あ
た
り
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
日
本

少大
領領

学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
三
上
喜
孝
氏
に
対
し
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

貞
観
十
五
年
上
料

十
二
月
〔

U
日
国
司

郡
司
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0
0郡

貞
観
十
四
年
上
料

黒
漆
胡
禄
二
具

鞠

O
巻

大
領
公
子
諸
鳥

少
領
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
目

貞
観
十
五
年
上
料

弓
四
張

矢
四
具

十

月
n 
u 
日

国

史司守

生多
飛治
鳥比
戸真。人
O 高
キ東
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